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稲荷山トンネル（上り線）の交通規制 

（ 令和７年１月８日(水) ～ 令和７年３月１２日(水) ） 

 
稲荷山トンネル（上り線：東行き）を安全・快適に御利用いただけるよう、トンネルの

照明設備を更新（ＬＥＤ化）するため、交通規制を実施します。 

 

１ 交通規制の概要 

〇 終日１車線規制   ※上り線２車線のうち１車線は通行できます。 

 規制区間：十条側坑口 から 山科側坑口（上り線 １車線規制） 
 
〇 夜間通行止め  ※上り線、下り線ともに全線通行不可となります。 

 規制内容：全線夜間通行止め（各日２２時から翌朝６時まで）  

 規制区間：鴨川西 IC から 山科 IC（上下線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 交通規制の日時 

【規制期間:令和７年１月８日(水)夜２２時 から 令和７年３月１２日(水)朝６時まで】 
 
◯ 終日１車線規制 

  日 時：令和７年１月９日 から 令和７年３月１０日まで 
 
◯ 夜間通行止め 

日 時：令和７年１月８日・９日、２月４日・５日、３月１０日・１１日 

( 各日２２時 から 翌朝６時まで ) 
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